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国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢

者
医
療
被
保
険
者
の
方
へ　

人
間
ド
ッ
ク
費
用
一
部
助
成

の
申
請
受
付

　
本
市
の
国
民
健
康
保
険
や
後

期
高
齢
者
医
療
に
加
入
し
人
間

ド
ッ
ク
等
を
受
診
さ
れ
る
方

へ
、
疾
病
の
早
期
発
見
及
び
健

康
の
保
持
増
進
を
図
る
た
め
、

費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

申
込
種
別　
一
般
ド
ッ
ク
（
日

帰
り
・
宿
泊
）
及
び
脳
ド
ッ
ク

（
日
帰
り
）

受
診
期
間　

６
月
１
日
（
火
）

～
令
和
４
年
３
月
31
日
（
木
）

対
象　

・
国
民
健
康
保
険
の
35
歳
以
上

の
被
保
険
者
で
、
国
民
健
康
保

険
税
に
未
納
が
無
く
、
特
定
健

診
を
受
診
し
な
い
方

・
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険

者
で
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
に
未
納
が
無
く
、
健
康
診
査

を
受
診
し
な
い
方

検
診
機
関　

と
ち
ぎ
メ
デ
ィ

カ
ル
セ
ン
タ
ー
総
合
健
診
セ
ン

タ
ー
、
と
ち
ぎ
メ
デ
ィ
カ
ル
セ

ン
タ
ー
と
ち
の
き
、
西
方
病
院
、

獨
協
医
科
大
学
病
院
、
自
治
医

科
大
学
付
属
病
院
、
大
岡
メ

デ
ィ
カ
ル
ク
ラ
ブ
、
慶
友
健
診

セ
ン
タ
ー
、
宇
都
宮
記
念
病
院
、

栃
木
県
保
健
衛
生
事
業
団
、
佐

野
厚
生
総
合
病
院（
国
保
の
み
）、

佐
野
医
師
会
病
院
、
佐
野
市
民

病
院
、
済
生
会
宇
都
宮
病
院

※
佐
野
市
民
病
院
は
宿
泊
ド
ッ

ク
が
廃
止
に
な
り
ま
す
。
そ
の

他
の
医
療
機
関
で
も
昨
年
と
形

態
が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
ご
希
望
の
検
診
機
関
に

事
前
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

助
成
額　
ド
ッ
ク
費
用
の
２
分

の
１
相
当
額（
千
円
未
満
切
捨
、

年
度
内
１
人
１
回
）上
限
２
万
円

※
医
療
機
関
で
助
成
額
を
差
し

引
い
た
自
己
負
担
額
を
お
支
払

い
く
だ
さ
い
。

定
員　

国
民
健
康
保
険:

１
，１
３
０
人

後
期
高
齢
者
医
療:

３
０
０
人

（
い
ず
れ
も
定
員
を
超
え
た
場

合
抽
選
）

申
込
・
受
診
方
法

所
定
の
申
請
書
に
必
要
事
項
を

記
入
の
う
え
、
次
の
申
込
先
へ

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書

は
４
月
16
日
（
金
）
か
ら
、
本

庁
保
険
年
金
課
・
各
総
合
支
所

に
て
配
布
し
ま
す
。（
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
は
４
月
12
日
（
月
）

か
ら
公
開
予
定
で
す
。）

助
成
が
決
定
し
た
方
に
は
、
５

月
下
旬
に
市
よ
り
「
人
間
ド
ッ

ク
検
診
券
」
を
郵
送
し
ま
す
。

そ
の
後
は
、
申
請
書
に
記
入
し

た
検
診
機
関
に
ご
自
身
で
直
接

予
約
し
、
検
診
券
と
被
保
険
者

証
、
自
己
負
担
額
分
の
検
診
代

金
な
ど
を
お
持
ち
の
う
え
、
受

診
し
て
く
だ
さ
い
。

※
市
外
に
転
出
し
た
場
合
や
、

検
診
を
受
け
る
前
に
他
の
健
康

保
険
に
加
入
し
た
場
合
に
は
助

成
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
特
定
健
診
（
健
康
診
査
）

と
重
複
し
て
受
診
し
た
場
合
は
、

助
成
金
を
返
還
し
て
い
た
だ
き

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

申
込
期
間　

４
月
16
日
（
金
）

～
５
月
６
日
（
木
）
ま
で

申
込
先

窓
口:

保
険
年
金
課
ま
た
は
各

総
合
支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課

郵
送:

〒
３
２
８–

８
６
８
６

（
住
所
不
要
）
栃
木
市
役
所　

保
険
年
金
課
あ
て
（
５
月
６
日

（
木
）
必
着
）

Ｆ
Ａ
Ｘ:

（21）
２
６
７
９

問 

保
険
医
療
課

（
４
月
以
降
は
保
険
年
金
課
）

国
民
健
康
保
険
☎

（21）
２
１
３
１

後
期
高
齢
者
医
療

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
１
３
７

新
年
度
証
明
書
発
行
日

評
価
証
明　
４
月
１
日（
木
）～

公
課
証
明　
５
月
７
日（
金
）～

所
得
・
課
税
・
住
民
税
決
定
証
明
書

・
給
与
特
徴
（
天
引
き
）
の
方　

５
月
14
日
（
金
）
～

・
普
通
徴
収
（
納
付
書
・
口
座

払
い
）、
年
金
特
別
徴
収
の
方　

６
月
中
旬
～

証
明
書
交
付
に
必
要
な
も
の

申
請
書（
窓
口
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
設
置
）
／
窓
口
で
本
人
確

認
で
き
る
書
類（
運
転
免
許
証
、

健
康
保
険
証
な
ど
）
／
委
任
状

（
住
民
票
の
世
帯
が
同
一
で
な

い
方
が
証
明
書
を
取
り
に
来
る

場
合
。
ご
家
族
で
も
必
要
）

問 

市
民
税
課
（
４
月
以
降
は

税
務
課
） 　
　
☎

（21）
２
２
６
１

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
（
４

月
以
降
は
各
地
域
づ
く
り
推
進

課
）
窓
口

国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
、
介
護
保
険
料

の
正
し
い
計
算
の
た
め
に
は
、

市
県
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

　
保
険
税
（
料
）
は
、
本
人
及

び
家
族
の
方
の
前
年
中
の
課
税

所
得
に
基
づ
い
て
計
算
し
ま

す
。
遺
族
年
金
・
障
害
年
金
な

ど
非
課
税
年
金
を
受
給
し
て
い

る
方
、
傷
病
な
ど
に
よ
り
収
入

が
無
い
方
は
、
市
県
民
税
の
申

告
を
す
る
こ
と
に
よ
り
低
所
得

者
の
軽
減
措
置
が
受
け
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

対
象　
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
被

保
険
者
（
満
75
歳
以
上
の
方
）・

介
護
保
険
第
１
号
被
保
険
者

（
満
65
歳
以
上
の
方
）
と
そ
の

家
族

場
所　
問
合
先
窓
口
に
て

問 

市
民
税
課
（
４
月
以
降
は

税
務
課
）　　
☎

（21）
２
２
６
３

固
定
資
産
税
の
縦
覧

縦
覧
期
間　

４
月
１
日
（
木
）

～
５
月
31
日
（
月
）
平
日
８
時

30
分
～
17
時
15
分

縦
覧
場
所　
税
務
課
窓
口
（
市

役
所
本
庁
舎
２
階
）

縦
覧
で
き
る
方　
市
内
に
あ
る

土
地
や
家
屋
に
対
し
て
固
定
資

産
税
が
課
税
さ
れ
る
方
な
ど

縦
覧
で
き
る
事
項　
土
地
価
格

等
縦
覧
帳
簿
／
家
屋
価
格
等
縦

覧
帳
簿

必
要
な
も
の　
申
請
者
の
本
人

確
認
書
類
、
委
任
状
（
代
理
人

の
場
合
）、
法
人
代
表
者
印
ま

た
は
法
人
代
表
者
印
を
押
印
し

た
委
任
状
（
法
人
の
場
合
）

手
数
料　
無
料

問 

資
産
税
課
（
４
月
以
降
は

税
務
課
）　　
☎

（21）
２
２
７
１

藤
岡
渡
良
瀬
運
動
公
園
の 

予
約
受
付
先
の
変
更

　

４
月
１
日（
木
）
か
ら
藤
岡

渡
良
瀬
運
動
公
園
内
の
テ
ニ
ス

コ
ー
ト
、運
動
場
等
の
予
約
受
付

を
平
日
は
藤
岡
公
民
館（
☎

（62）

４
３
２
１
）、土
曜
・
日
曜
・
祝

日
は
渡
良
瀬
遊
水
地
ハ
ー
ト
ラ

ン
ド
城（
☎

（62）
１
３
０
１
）で
行

い
ま
す
。ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

問 

藤
岡
ス
ポ
ー
ツ
振
興
係（
渡

良
瀬
遊
水
地
ハ
ー
ト
ラ
ン
ド
城

内
）　　
　
　

 

☎
（62）
１
３
０
１

４
月
以
降
は　
藤
岡
地
域
づ
く

り
推
進
課　
公
民
館
係
（
藤
岡

公
民
館
内
） 　
☎

（62）
４
３
２
１

健
康
は
り
、
き
ゅ
う
及
び
あ

ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
施
術

料
助
成
券
を
交
付
し
ま
す

日
時　
３
月
30
日
（
火
）
か
ら

対
象
者　
市
内
に
お
住
い
の
満

75
歳
以
上
の
方
（
施
設
に
入
所

し
て
い
る
方
を
除
く
）

助
成
券　
１
回
の
施
術
に
つ
き

１
枚
（
８
０
０
円
分
）
利
用
で

き
ま
す
。
２
か
月
あ
た
り
１
枚

で
、
当
該
年
度
分
を
交
付
し
ま

す
。
医
療
保
険
と
の
併
用
は
で

き
ま
せ
ん
。

申
請
方
法　

身
分
証
明
書
等

（
運
転
免
許
証
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
証
な
ど
）を
お
持
ち
の
う
え
、

問
合
先
ま
た
は
各
総
合
支
所
地

域
づ
く
り
推
進
課
窓
口
へ

問 

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
２
４
１

　令和３年度  市税等の納期一覧
　　納期限内での納付に協力をお願いします。
　　（    ）は納期限日・口座振替日です。

月 固定資産税
都市計画税

市県民税
（普通徴収）

軽自動車税
（種別割）

国民健康保険税 /
介護保険料 /

後期高齢者医療
保険料

（普通徴収）

市県民税 /
国民健康保険税 /

介護保険料 /
後期高齢者医療

保険料
（年金特徴）

４月 ４月
仮徴収

５月 １ 期
（5月31日）

全 期
（5 月 31 日）

６月 １ 期
（6 月 30 日）

６月
仮徴収

７月 ２ 期
（8 月 2 日）

１ 期
（8 月 2 日）

８月 ２ 期
（8 月 31 日）

２ 期
（8 月 31 日）

８月
仮徴収

９月 ３ 期
（9月30日）

３ 期
（9 月 30 日）

10 月 ３ 期
（11 月 1 日）

４ 期
（11 月 1 日）

１０月
本徴収

11 月 ４ 期
（11月30日）

５ 期
（11 月 30 日）

12 月 ４ 期
（1月4 日）

６ 期
（1 月 4 日）

１２月
本徴収

１月 ７ 期
（1 月 3 1 日）

２月 ８ 期
（2 月 28 日）

２月
本徴収

３月 ９期（随時）
（3 月 31 日）

市税・保険料の納付は安心・便利な口座振替を
利用できる市税等　※普通徴収に限る
市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税（種別割）、国
民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料　など
受付窓口　収税課、各総合支所・各支所・出張所、取扱金融機関（ゆ
うちょ銀行は直接最寄りの郵便局へ申込み）
取扱金融機関　市内に店舗のある金融機関および三井住友銀行
（すべての本支店が利用可）
申請に必要なもの　取引金融機関の通帳、通帳届出印
※収税課窓口・各総合支所窓口では、取引金融機関のキャッシュ
カードをお持ちいただくだけで申し込みできます。（対応可能金
融機関が限られますので、問い合わせください）
振替開始時期　申込日の翌月末以降の納期から振替を開始します。
令和３年度第1期より口座振替開始希望の場合
・固定資産税・都市計画税、軽自動車税（種別割）…４月末まで
・市県民税…5月末まで
・国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料…6月末
までに申込みください。
※国民健康保険税を口座振替利用の方が、後期高齢者医療保険
に切り替えとなった場合は、改めて申込みが必要です。

問 収税課  ☎（21）2281

２０２０栃木市プレミアム付き商品券（とち介商品券）

有効期限および換金期限のお知らせ
 商品券をお持ちのみなさま
商品券の利用は ３月３１日（水）まで
 ・有効期限が切れた商品券はご利用いただけません。
 ・利用されなかった商品券の払戻しはできませんので、
   必ず期限までにご利用ください。

 取扱い参加店のみなさま
商品券の換金は ４月１5 日（木）まで
 ・期限を過ぎてからの換金には一切応じられません。
 ・必ず期限までに換金手続きを行ってください。

 問 栃木市商工経済団体連絡協議会 （栃 木商工会議所内）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎（23）3131


